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法
事
博
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神
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正
雄

新
園
民
主
義
の
立
場
・
・
:
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:
・
・
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-
経
済
事
博
士
石
川
興
二

農
村
負
債
整
理
問
題
:
:
:
・
・
・
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:
経
済
事
樽
士
八
木
芳
之
助

叢

士
官

川
崎
刊
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低
金
利
と
資
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勤
珂

日
印
協
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の
改
訂
問
題
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・
経
済
事
揮
士
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護
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と
小
島
田
太
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口
士
口
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田

町

向

九

マ
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シ
ャ
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地
代
論
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一
考
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:
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:
経
済
事
士
山
岡
亮
一

燭
占
に
つ
い
て
:
:
:
-
一
・
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:
・
:
:
・
:
経
済
事
士
青
山
秀
夫

ヒ
ル
デ
ブ
ラ
シ
ト
拡
園
民
経
済
皐
の
課
題
:
・
:
経
由
主
主
白
杉
庄
一
郎

日

百

件

担

貴
島
牒
駒
場
M

持
来
の
産
業
政
策
・
・
・
宮
内
同
士
安
田
元

制

問

鰐

蜘

新
着
外
園
経
済
雑
誌
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要
論
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今
日
と
雄
も
州
公
然
の
生
活
山
村
・
以
は
出
命
日
作
氏

ω
そ
れ
に
比
し
て
一
般
的
に
依
〈
、

て
の
家
汁
は
山
川
に
一
d
U

〉
や
か

川

-

;

l

-

-

十
い
川
る
い
い
村
u
h
h
F
A

:
}
『
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:
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:
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i
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i
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む
は
州
L
議

υ戸
川
ゴ
引
U
J
t

パ
M
-
寸
rh

叫
を
引
仁

L
3
、
1

、ーと
E

1

J

ニ

L
L
、〕一正-加
P

1

F

H
リ
F
J
i
'
1
、h
i
:
:
ト「/弘一

F
E
r
H
，刀
E
同

'
F
I
L
1
4
1ノ
日

ν
汀
叫

t
w
u
l
:
l小

d
d
主
事
!
1
1
1
2
1
i
r
b

つ
〉
の
る
有
株
で
J

の
q
q
o

掛
か
る
過
度
の
負
伏
に
帯
し
み
つ
、
〉
あ
る
農
民
を
其
の
憶
に
放
任
せ
ん
か
、
彼
等
法
民

そ
し
て
自
力
誕
生
の
立
試
を
赫
掠
せ
し
め
、

次
第
に
自
暴
自
棄
に
陥
ら
し
め
、
た
め
に
純
朴
な
る
農
村
氏
の
気
風

を
荒
廃
せ
し
め
る
こ
と
〉
な
る
。
帥
ち
如
何
に
努
力
す
る
と
も
一
生
民
返
稗
し
き
れ
な
い
や
う
な
過
度
負
債
を
時

ひ
、
日
夜
そ
の
利
子
姉
ひ
に
の
み
蝉
脱
サ
ゴ
る
が
一
件
な
い
農
民
に
め
り
で
は
、

農
業
経
符
上
競
に
一
家
経
溝
上
に

於
げ
る
向
上
心
を
締
薄
な
ら
し
め
る
こ
と
〉
な
旬
、
ひ
い
て
農
業
生
成
力
の
科
滞
と
農
民
生
活
の
厳
鎖
左
官
促
し
、

農
村
一
一
般
の
経
済
的
誌
に
精
神
的
向
上
を
甚
だ
し
く
阻
害
す
る
こ
と
〉
な
る
。
特
に
農
民
の
温
度
負
依
が
公
共
的

な
る
金
融
機
闘
に
よ
る
も
の
よ
り
も
、
高
利
貸
や
主
ハ
の
他
の
倒
人
的
な
る
高
利
負
債
に
よ
る
も
の
多
き
に
鑑
み
、

一
一
暦
農
民
の
過
度
負
債
の
弊
害
が
痛
戚
さ
れ
る
次
第
で
あ
る
。
ま
た
農
民
の
過
度
負
債
は
中
小
の
自
作
農
民
を
し

て
共
の
所
有
農
地
を
喪
失
せ
し
め
る
重
大
原
因
を
な
す
る
の
で
、
に
い
お
し
に
農
村
の
健
山
昨
凡
な
る
中
堅
階
級
た
る
自
作

農
村
負
債
整
期
問
題

信
凶
1
-
一を

四
Il 

日
市
凶
脱
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農
村
負
債
整

m
問
題

引一山↓一一一を

か
い
市
一
掠

日目

t 
!目

山
設
を
萎
縮
減
少
せ
し
め
、
彼
等
を
し
て
純
無
産
階
級
た
る
小
作
人
打
し
〈
ぱ
賃
傭
耐
労
働
者
だ
ら
し
む
る
も
の
で
、

こ
の
自
作
農
民
の
浅
落
は
農
村
白
糖
の
た
め
に
ib
、

一
一
世
間
民
粍
涛
の
た
め
に
も
大
な
る
枇
合
的
勝
中
山
を
新

ま
に

す
甚
だ
好
ま
し
か
ら

Y
る
現
象
で
あ
る
。

き
れ
ば
今
日
の
如
き
過
市
の
負
債
に
岬
叫
し
、

そ
の
利
子
抑
ひ
に
迫
は
れ
て
ゐ
る
農
家
に
釣
し
、

そ
の
過
度
負

伎
を
整
問
す
る
こ
と
に
上
っ
て
、
農
家
の
気
分
を
明
朗
化
し
、
彼
等
を
し
て
勤
勉
努
力
す
る
の
仕
巾
斐
あ
ら
し
め
一
、

E
U
K
藍
蒔
、

f
J
A
J
J
f
ψ
官
庁
、
切
札

k
J
J
L
E
d
一一生郷乃

E
ト

t
v
-
Eト
l
-
7
L一
町
一
丁
「
'
J
ク

1
T
F
v
〉
川
?
下
ミ
ー

と
し

M
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1
1
4
4
J
d
υ
1
K
M
J
一
L
Z
伎
一
ド

!
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t防
相
W
4ぺ
l

f

f

v

合
引
十
斗

1

1

L

D

l

-
M
陀

〉

m

Z
ミ

r
'
1
h

相
U

ぴ
吋
、
百
知
去
を
理
一
J
Q一

る
事
項
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

今
こ
れ
を
世
界
各
闘
の
貨
倒
に
就
い
て
見
る
も
、

一
九
二
九
年
来
の
農
業
恐
慌

に
よ
っ
て
深
刻
化
さ
れ
た
農
家
負
債
問
題
に
劃
し
て
は
、
何
れ
も
立
法
を
通
じ
て
、
之
が
繋
理
念
国
ら
し
め
つ
冶

あ
る
も
の
で
、
農
家
負
債
坐
理
事
業
は
今
や
各
閥

ρ
農
業
政
策
の
重
要
な
る
一
部
門
を
構
成
し
て
ゐ
る
。
部
ち
農

プ

Y
ガ
リ
ア
等

に
於
て
行
は
れ
、

そ
0) 

他

あ
り
で
は
北
米
β、
ιs 

衆正JJ
闘.[II!・

素
よ
り
農
家

カ日
プミ
ス日

陀
、;))皮

1品[

山
梨
負
債
整
珂
ば
欧
洲
に
於
て
ほ
湖
也
、

は

詰
成
、

I'IJ 
度4)

等旬
に うヨニ

方守利
て、

千子
は
れ
て
ゐ
Q 

0 

v
l
e
ず

j

-

7> 

、

負
債
整
理
事
業
は
各
闘
の
特
殊
事
情
に
感
じ
種
や
異
な
る
方
法
に
よ
っ
て
行
は
れ
て
ゐ
る
が
、

一
般
的
に
見
て
負

前
利
率
の
引
下
と
短
期
負
債
の
長
期
年
賦
負
依
へ

ω
韓
更
と
を
以
て
せ
る
も
の
が
多
い
ゃ
う
で
あ
る
が
、
併
し
斯

か
る
負
債
僚
件
の
緩
和
に
闘
し
で
は
、
全
然
品
質
事
者
た
る
債
権
者
及
び
債
務
者
の
互
一
一
議
協
調
に
委
ね
る
も
の
あ
乃
、

ま
た
岡
家
が
第
三
者
と
し
て
一
定
の
負
債
保
件
緩
和
の
基
準
を
提
示
す
る
志
の
あ
り
、
一
見
に
岡
家
が
或
る
限
度
の

負
債
元
本
及
ポ
累
積
利
子
の
切
拾
を
規
定
す
る
も
の
等
が
あ
る
。

ま
だ
濁
逸
の
如
く
農
家
負
債
務
理
を
農
地
問
題

G. Kokotkiewicz. Vergangcnheit， Gegenw川 tl1nrl ZrJごllnftde..;λ日日比rl'.ιii t、
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の
解
決
と
聯
開
せ
し
め
て
み
る
も
の
も
あ
っ
て
、
そ
の
か
法
は
各
閲
に
於
て
多
少
異
な
っ
て
ゐ
る
。

我
聞
に
於
て
は
昭
和
四
・
五
年
以
来
会
倒
的
に
袋
米
せ
る
農
業
恐
慌
の
湖
策
ー
と
し
て
、
昭
和
七
年
秋
農
村
経
持

更
生
運
動
が
を
閥
的
に
創
め
ら
れ
、
川
叫
に
農
村
山
攻
弊
の
桜
本
的
素
悶
を
先
除
し
、
農
村
を
異
の
繁
築
に
導
く
ぺ

き
地
盤
を
奥
ふ
る
こ
と
を
其
の
日
傑
と
A
J
J
Q

色
の
で
ゐ
る
炉
、
こ
れ
に
よ
っ
て
農
村
の
経
掛
民
生
ぞ
企
附
す
る
局
、

そ
の
住
民
の
粧
神
な
芯
い
だ
し
〈
隣
近
し
て
ゐ
る
過
度
負
附
ぞ
幣
珂
す
べ
し
と
云
ふ
輿
論
が
院
し
〈
唱
へ
ら
れ
る
に

半一つ
h
〕

O

誠
に
於
て
政
府
も
農
村
負
債
懲
珂
の
必
要
を
認
め
、
昭
和
七
年
七
月
の
臨
時
議
舎
に
農
村
負
債
盤
理
組

命
日
出
家
を
慌
川
ー
し
た
M
d
、
資
金
の
供
給
機
細
川
川
一
六
J

比
八
の
一
糊
通
力
法
に
づ
い
て
、

此
朕
院
と
衆
議
院
L
」
の
却
に
政
見

を
岡
県
.
に
し
、

雨
院
協
議
A

川口迄
'Eu
問
い
た
が
、

然ヲ心

rpJmL-後
退
村
舷
梯
更
生
恕
砂

通
過
す
る
じ
ま
ら
な
か
勺
れ
に

の
進
展
に
件
ひ
、
念
。
農
村
負
比
例
怪
珂
に
つ
き
何
等
か
の
方
策
を
樹
立
せ
古
る
を
得
な
い
情
勢
に
迫
ら
れ
、
ま
た

政
府
・
と
し
て
色
之
が
整
珂
や
」
な
す
こ
と
が
、
農
村
の
経
済
夏
生
、
ひ
い
て
岡
氏
経
持
の
振
興
を
促
準
せ
し
な
る
所

以
で
あ
る
と
し
て
、
夏
に
前
同
の
法
案
に
封
し
資
金
供
給
閥
係
に
つ
き
多
少
の
仕
正
公
加
へ
、
料
、
一
昭
和
八
年
の
筑

六
十
四
議
舎
に
再
♂
之
を
提
出
し
、
同
刑
院
や
一
通
溢
し
て
、
出
村
負
的
盤
四
仕
組
作
法
と
し
て
川
ん
や
八
月
一
一
比
二
一
・
り
官

施
さ
れ
る
こ
と
〉
な
っ
た
。

こ
の
小
論
に
於
て
ば
、

i
う
，
A
C

ナ
1
k
l
E
雫
匹
、
ー
た
こ
装
)
ご
工
』
主

1
〉
、

7
u文
司
円
7
Rく

y
'
I
K代
史
江
田
三
特
定

千
d
u
L，上
T
iノ
'h
生
T
，

vFノ
j
u
・
相
-
i
吋

A
T
-
-
J
J
、F

》

1
J
引

v
K
L
L上
・
壬
ノ

!ιTJet-J-2

が
如
何
な
る
本
質
を
術
ふ
る
も
の
で
あ
る
か
、
此
の
事
業
が
如
何
な
る
将
一
度
に
ま
で
進
展
し
つ
〉
ゐ
る
か
、
土
だ

そ
れ
法
果
し
て
抽
出
期
通
り
心
成
果
守
牧
h
J

っ
、
あ
る
か
否
か
を
一
慨
に
し
、
校
し
こ
の
事
業
計
抽
出
期
遁
ち
の
進
展
ぞ

設
付
負
債
整
庖
問
題
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協
同
披
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L
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日
F
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農
村
負
債
整
理
問
題

日
出
凹
十
三
省

四
九
六

仕
掛
四
肢

四
四

示
し
て
ゐ
な
い
土
す
る
な
ら
ば
、
本
法
は
何
庭
に
其
の
快
陥
を
成
し
て
ゐ
る
の
で
あ

J

あ
か
を
検
討
し
、
更
に
農
村

負
債
整
理
事
業
伝
一
一
暦
大
規
模
に
行
ふ
必
要
が
あ
り
と
す
る
な
ら
ば
、
本
事
業
に
到
し
如
何
な
る
施
設
を
加
ふ
べ

き
も
の
で
あ
る
か
等
の
諸
知
に
つ
き
、
目
下
諸
外
闘
に
於
て
行
は
れ
つ
う
あ
る
農
村
負
偵
整
理
事
業
を
参
酌
し
つ

〉
、
少
し
く
論
じ
よ
う
と
思
ふ
。

，~，

.町四

今
日
我
聞
に
於
て
賀
施
主
れ
つ
〉
あ
る
農
村
負
債
整
理
事
業
の
某
本
的
指
導
精
神
に
闘
し
て
は
、
品
川
以
村
負
依
終

珂
組
合
法
第
一
僚
に
「
本
法
は
農
山
漁
村
に
居
住
す
る
者
の
経
済
更
生
を
同
る
品
川
隣
保
共
助
の
精
神
に
則
り
共
の

者
を
し
て
負
債
整
理
組
合
を
組
織
せ
し
め
組
合
の
樹
立
し
た
る
負
債
償
還
計
叢
及
び
蛭
掛
更
生
計
章
含
履
行
せ
し

め
以
て
並
ハ
の
負
債
の
整
理
を
魚
河
一
し
ヤ
る
こ
と
を
目
的
と
す
」
と
融
へ
る
如
〈
、
我
岡
の
農
山
漁
村
に
古
来
か
ら

存
績
し
て
ゐ
る
美
風
た
る
隣
保
共
助
の
精
神
を
一
一
層
活
用
し
て
、
部
落
毎
に
負
債
整
珂
組
合
を
組
織
せ
し
め
、
異

面
目
に
白
家
の
蛭
梼
の
建
て
直
し
を
岡
ら
う
と
す
る
組
合
員
の
負
債
の
盤
理
に
つ
い
て
、
指
導
と
援
助
と
を
翁
さ

し
め
、
以
て
そ
の
艦
掛
更
生
の
宜
を
製
げ
心
め
ゃ
う
と
企
闘
す
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
阿
じ
村
落
に
住
む
人
や

は
、
負
債
を
有
す
る
者
・
も
有
せ

43
る
者
色
、
ま
に
負
債
の
金
額
の
多
い
者
も
寡
い
者
色
、
隣
保
共
助
の
精
神
か
ら

一
致
共
同
し
て
、
村
の
粧
梼
更
生
の
た
め
に
岡
結
し
て
‘
負
債
整
理
組
合
を
組
織
し
、
隣
人
の
負
債
整
理
に
互
に

協
力
す
る
こ
と
を
理
想
と
し
て
ゐ
4
9
0



場
掌
n
p

一旬、
b

T

本
法
に
基
い
て
負
債
整
理
を
魚
き
ん
と
す
る
者
は
負
債
摂
理
組
合
に
共
の
希
望
を
申
出
で
、

組
合
の
援
助
を
乞

ぴ
組
合
の
指
導
に
従
っ
て
誠
心
誠
意
負
債
の
償
還
及
び
経
済
の
誕
生
に
努
め
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

、
、
‘
.
.
 、
.

T
故
に
負
債
整
理
組
合
が
布
の
申
出
に
傍
L
た
る
と
き
は
、
且
迷
、
伝
機
者
に
負
債
務
却
の
巾
向
が
あ
っ
た
こ
と
を
通
知
す
る
と
共
に
、
負
債
盤

、
.
、
‘
、
、

測
を
伐
さ
ん
L

と
す
る
者
の
料
消
一
史
生
計
書
及
び
負
債
償
還
計
書
の
樹
立
に
小
山
手
寸
る
。
印
ち
債
務
者
の
資
産
、
負
債
、
家
業
及
び
家
計
四
紋
況
を
詳
細

、、

に
調
査
し
、
更
に
そ
の
地
方
の
山
事
情
を
も
よ
〈
参
酌
し
て
、
そ
の
農
業
料
侍
k
に
改
善
を
加
で
山
本
計
の
合
却
化
を
闘
っ
て
、
以
前
よ
り
も
よ
り
多
〈

。
僚
剰
を
生
ず
る
宇
う
工
夫
し
な
け
れ
ば
な
ら
向
。
而
し
て
負
債
償
法
的
資
源
は
、
か
く
し
て
位
ず
る
品
開
剃
牧
入
と
山
本
業
の
純
替
に
必
要
。
な
い
財
産

を
慮
分
し
て
手
に
入
れ
る
代
金
止
ま
以
ず
光
悦
す
べ
古
も
の
で
あ
る
が
、
札
川
、
，
u
資
制
州
ゆ
み
を
以
亡
仇
依
を
償
還
一
ず
る
こ
と

L
T
れ
ば
、
-
九
十
年
、
百

年
と
い
ふ
長
年
月
を
奇
襲
す
る
訂
読
と
な
る
か
も
加
れ
な
い
。
併
し
負
債
格
別
は
そ
の
人
一
代
、
印
ち

J

十
年
以
内
心
別
問
ド
償
還
出
来
る
で
つ
汎
註
さ

れ
る
こ
と
が
県
北

L
い
山
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
ゆ
め
に
は
九
位
保
川
J
A
U

税
仰
が
必
墜
と
な
る
。

町
一
、
さ
れ
ば
品
川
依
染
川
約
九
叫
は
、
仕
此
M
品川U
川
川
古
川
「
組
合
口
一
士
川
一
の
伯
情
折
ー
と
の
川
を
斡
旋
L
て
.
川

F4
の
-b
川
叫
協
訓
に
依
勺
一
、
、
れ
判
的
償
迷
期
限

を
延
期
す
る
と
か
、
年
賦
償
泣
か
法
に
改
め
る
と
か
、
利
識
を
引
ド
げ
る
と
か
、
或
は
滞
納
利
息
や
一
万
金
を

1
け
て
貰
ふ
と
か
の
方
法
に
よ
っ
て
、
岡

泌
に
負
債
傑
件
。
緩
和
を
闘
官
、
抽
時
定
の
二
十
年
以
内
に
負
債
の
償
還
を
完
了
し
得
る
討
議
を
樹
て
る
こ
と
L

な
っ
て
ゐ
る
。
併
し
こ
の
組
合
の
斡
旋

.
、
.
‘
.
、
、

.

.
 、
.

に
拘
ら
ず
協
定
が
成
ら
な
い
場
合
に
は
、
組
合
は
市
町
村
負
債
整
烈
委
員
曾
に
到
し
て
其
由
里

ι
の
斡
旋
を
請
求
T
る
る
こ
と
が
出
来
る
。
若
し
こ
の

負
債
整
現
委
員
曾
の
斡
旋
に
依
つ
で
も
協
定
が
成
ら
な
い
場
合
、
ま
た
市
町
村
に
負
債
接
理
委
員
曾
の
無
い
場
合
に
は
、
債
務
者
た
る
組
合
員
又
は
債

、
....... 
、‘.‘.、

機
者
は
金
銭
俄
務
臨
時
調
停
訟
に
依
る
湖
停
の
申
立
を
な
す
こ
と
が
出
来
る
。
要
す
る
に
負
債
保
件
。
綾
削
は
法
事
者
。
峰
保
共
助
の
締
酬
を
業
調
と

す
る
互
譲
協
調
に
ょ
っ
で
行
は
れ
る
こ
と
を
建
前
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
債
務
者
が
負
債
格
現
組
合
を
作
り
岡
新
の
力
主
以
て
債
権
者
に
封
し
借

金
減
免
を
要
求
す
る
が
如
き
は
、
負
債
品
笹
川
山
組
合
法
の
趣
旨
に
反
ナ
る
も
の
と
い
・
山
べ
き
で
あ
る
。
従
っ
て
負
債
整
川
の
か
法
が
公
の
秩
序
又
は
善
良

の
風
俗
を
害
す
る
虞
あ
る
場
介
に
於
て
は
、
か
h
h

る
仇
街
秩
川
崎
は
汗
さ
れ
な
い
こ
と
誌
な
っ
て
ゐ
る
。

一
四
一
、
仇
債
務

m
組
合
が
負
低
保
作
の
綬
仰
に
就
い
て
斡
旋
し
て
も
、
崎
川
担
者
双
方
。
百
一
誠
妥
協
が
困
難
な
る
相
場
合
が
多
か
ら
う
と
思
は
れ
る
。
そ
こ

、
、
、
、
、
、

で
組
合
か
ら
負
債
準
咽
刊
を
帰
す
者
に
負
債
供
胤
賞
金
を
貸
付
け
て
、
負
債
四
一
部
分
を
現
金
で
償
還
せ
し
め
る
こ
と
、
し
、
之
に
よ
っ
て
負
債
僚
件
緩

和
D
協
停
を
促
混
し
よ
う
と
附
り
て
ゐ
る
。
こ
O
資
金
は
大
慌
に
於
て
大
技
省
飯
金
部
よ
n
リ
山
町
村
が
借
入
れ
、
民
に
之
を
負
債
整
四
組
合
に
融
通
す

る
こ
と
L

な
っ
て
ゐ
る
。
併
し
仇
依
然
州
を
な
す
組
合
只
が
組
合
か
ら
融
通
を
受
け
た
資
金
を
没
然
債
権
者
に
一
返
済
す
る
と
き
は
、
徒
に
組
合
員
の
負

段
村
負
債
秩
川
問
題

第
四
披

四
五:

治
四
十
一
一
↑
を

四
九
b

I

:
一

との負債Z整理組合目法徳上の責任には無限責任と保設責任白二種類が認めら
れてゐる。 而して此の保護責任の組合に Ir:りでは組合財産を以て其の債務を
〉己桝し得ざる場合には組合同は出資金〈ーー仁IJ個以 1--五十周以下)の外に一定
内保清金制(出資金1:>.~7i倍以[:)を限定 J して責任をJ'l携するものとす。

5) 



農
村
負
債
整
理
問
題

第
四
十
一
ニ
を

四
九
八

第
四
披

四
六

債
を
組
合
に
屑
替
せ
し
む
る
こ
と
L

な
る
か
ら
、
こ
の
資
金
は
必
ず
、
伝
務
者
の
粧
済
夏
庄
の
震
に
、
双
方
の
五
議
妥
協
に
依
で
質
債
僚
件
の
緩
和
吉

岡
る
た
め
の
頭
金
と
し
て
、
之
を
支
排
ふ
こ
と
与
な
っ
て
ゐ
る
。
従
っ
て
此
の
資
金
四
貸
付
は
、
組
合
員
一
人
に
針
し
て
千
四
個
を
超
ゆ
る
と
と
を
符
ず
、

主
た
僚
件
緩
和
前
の
負
債
金
額
の
大
館
三
分
の
一
以
内
の
金
税
た
る
べ
き
こ
と

L
な
り
て
ゐ
る
。
而
し
て
二
の
市
町
村
の
特
訓
轍
却
を
国
情
五
月
ι

容
易

な
ら
し
む
る
柑
師
、
市
町
村
が
と
の
特
別
刷
溜
を
泊
し
た
る
に
阿
っ
て
損
失
を
受
け
た
場
介
に
は
、
道
的
勝
を
し
て
市
町
村
に
劃
し
融
通
総
額
の
十
分
の

一
一
一
の
範
間
内
に
於
て
損
失
を
補
償
せ
し
む
る
こ
と
L

し
た
。
而
し
て
政
府
ば
道
的
販
に
劉
し
三
子
高
闘
を
超
え
さ
る
限
度
に
於
て
、
道
府
豚
の
損
失
補

償
金
の
牛
額
を
補
給
す
る
こ
ル
」
ミ
し
、
更
に
道
府
師
闘
の
損
失
補
償
金
中
、
政
府
か
ら
補
給
を
受
け
な
か
っ
た
建
制
に
つ
き
市
町
村
を
し
て
原
則
E

と
し
て

北
の
午
制
を
負
略
せ
し
む
る
ご

E
与
し
た
ロ

-
〉
司
、
k

t

h

草
月
也
子
ト
に
い
弘

-r〉
J
P
3
0

注
目
ノ
一
一

t
、

ー、

f
u
p
/
古
来
売
品
ノ
ー
し
り
市
川
才
a
d
官
事
l
院

1
-
:
じ

ト
ト
‘
‘
〉

L
E
J
F
a
-
-
k
ι
:
k

j
中
日

U
カ
M
r引
き
れ
U

石
川
町
布
/
正
/
月

日
よ
り
向
ふ
一
二
午

公
開
約
九
千
の
長
山
漁
村
巾
、

町
村
に
平
均
四
組
合
、
合
計
二
高
四
千
の
負
債
整
理
組
合
の
設
立
を
認
可
し

M

)
-
二
件
j

)

か

[

l

;

・
}
「

ぞ

C
E
G
O
-
↑

r
ト
品
恒
三
」
〆
守

U
司

R
Z
d
、

I
I
 

I
 
ド
コ
刀
口

U
L
1
4
ド
ン
7
1
7
し

4
1
一
二
一
-
:

，

E
i
日
中
小

-
7公
J
l一
一
二
l
l
y
r
l

且
つ
本
日
広
範
行
の
日
よ
り
五
年
間

に
総
額
二
健
闘
以
内
の
特
別
融
通
を
行
ふ
こ
と
に
よ
っ
て
、
約
六
億
乃
至
十
億
の
負
債
を
整
理
し
よ
う
と
す
る
も

の
で
あ
る
。

昭
和
七
年
七
月
の
農
林
省
調
査
に
よ
れ
ぽ
、

会
闘
の
農
家
負
債
総
額
は
四
十
七
億
二
千
寓
聞
に
桂
一
寸
る
が
、
農

村
負
債
整
理
組
合
法
は
そ
の
う
ち
の
約
六
億
乃
至
十
億
の
負
債
を
整
現
し
よ
う
左
す
る
も
の
で
あ
る
。

Mmら
ば
こ

の
負
債
整
理
組
合
訟
は
、

そ
の
賞
施
以
来
如
何
な
る
成
績
を
示
し
て
ゐ
4
0

で
あ
ら
う
か
。
た
に
金
問
的
な
る
負
債

整
理
事
業
の
概
況
を
示
す
で
あ
ら
う
。

この5'卜に従来品l箇に負債盛理事業走行ヲ℃来た伝m組合I':~:fしτ も負債整理a
事業在行」、ことを認可ナ吾漁定であるから、負債格担Il事業を行ふ組合は総計て
高五千内外とな昌見込とされた。
二億回目特別融』置を以て負債整理事業を行ふのであるかι、との金額を保何一終
手H首ijの負債金頼の竺劉I三相官ナ Z頭金止して利用すれば六位、岡、負債金傾のご
刑に相常ナる頭金として利用ナれl;f十億闘の負債を整理することがtU来る C

6) 

7) 
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即
ち
昭
和
十
一
年
六
月
末
現
在

に
於
て
、

1
2
闘
を
通
じ
一
千
五
百

四
十
三
町
村
に
合
計
四
千
二
百

十
八
の
負
債
整
理
組
合
が
設
立
さ

れ
に
。
最
初
の
目
標
た
る
昭
和
十

A
F
二
1
1
、1
4
こ
を
司
〕
ミ
「

一
3

4

}
」パ

I
H
λ
t
ヨ
E
G
子
二

の
市
町
村
に
九
日
汁
二
高
五
千
の
負

tIど
32i 
Hl 
品n
-1~'. 
~t' 
戸JC.

金:

，る

ー降l

i'L 

ち
す
れ
ば
、
慌
に
後
定
数
の
十
七

瓜
刊
が
賀
現
さ
れ
て
ゐ
る
に
過
ぎ
な

ぃ
。
ま
七
昭
和
十
一
年
六
月
末
日

山
内
出
に
行
は
れ
た
、
負
債
整
理
の
担

失
補
償
契
約
額
は
三
千
三
百
寓
闘
で
あ
り
、
特
別
融
通
資
余
供
給
決
定
碩
は
一
千
五
百
四
十
四
再
出
で
あ
る
か
ら
、

こ
の
供
給
決
定
制
は
最
初
の
熊
定
た
る
特
別
融
通
資
金
細
川
額
二
倍
聞
に
比
す
れ
ば
、
保
に
そ
の
七
，
%
七
に
過
ぎ
な

い
。
併
し
こ
の
特
別
融
通
を
な
し
制
作
る
期
間
は
向
ほ
二
ヶ
年
連
っ
て
ゐ
る
か
ら
、

聞|

33，031，6551 
1，0561 

m 
24，298，063 

94' 

2，5241 
回

15，制4，19，
646 

1，708 

供
給
額
は
今
後
更
に
檎
加
す
る

ミ
と
で
あ
ら
う
。
-
止
に
昭
和
十
一
年
三
月
末
現
訟
に
於
て
負
債
強
理
組
合
に
よ
っ
て
樹
立
さ
れ
た
負
債
整
理
計
主

5駐日第

山

K
村
良
債
整
用
問
題

第
四
十
一
一
一
容

庁ヨ

I
u
'じ

2
y
Jノ

第
四
披

jlg 

4二

農村、行舟:ifi~ 年延 '1 古;f:í、í't{k1fい時S) 



i
l
i
t記

li--p

t
hぃ

F
佐
川
智
川
仰
巴

お
間
十
一
一
一
笹

!出
r、

五
(
〕

C

合
川
斗
む
弘

正

H
-
h

・f
l
;

の
供
用
負
債
総
制
は
一
一
億
五
千
六
百
七
十
何
回
で
あ
る
か
ら
、
最
初
の
負
依
然
理
由
同
定
額
だ
る
六
億
乃
至
十
億
閥

に
較
べ
、

僅
に
そ
の
二
十
六
扮
乃
至
十
五

μ
に
過
事
な
い
。

従
っ
て
負
杭
税
理
組
合
訟
に
よ
っ
て
行
法
れ
つ
ハ
あ

Q

負
債
幣
理
事
業
は
、
決
し
て
充
分
に
抽
出
期
通
h
の
成
果
ぞ
牧
め
つ
〉
め
る
も
の
と
(
コ
?
?
」
と
や

u

得
な
い
。

、
、
、
、
、
、
、

更
に
負
債
牧
昭
事
業
の
途
行
上
、
仏
片
町
僚
件
の
緩
和
皆
同
る
こ
と
の
械
め
て
貰
要
な
る
こ
L
」
に
就
い
て
は
、
悦

に
論
辿
し
↑
い
る
露
で
あ
る
が
、

こ
の
負
前
傑
件
の
緩
和
が
λ
l
間
的
に
如
何
な
る
程
度
に
行
は
れ
て
ゐ
る
か
に
就
き
、

Z
P
土
足
本
苛
一
笠
蒔
江
主
市
ワ
ロ
宅
配
発
早
田
沼
λ
?
?
匹
札

-
M
L
〕

f

、
作
戸
乃

-
i
b
-
-
J
4』
ノ
イ

l
J
V
H
t
1↑

l
i
J
f
-
J
A
-
-
L
-
A
J
i
l
J
M
J
v
t
，
、
月
ノ
B
f
し
三
'
1
1
-
l
t

マ

，

.

-

一

一

L

之
い

-m己
努
1
・6

M
J

工、
f
V
3
1

d

d

dノ

i

F

戸
一
、
河

1

7

1

(

7

組
合
に
於
て
行
は
れ
て
ゐ
る
負
債
依
件
の
緩
和
を
吟
味
し
よ
う
。

こ
の
負
債
依
件
の
緩
和
に
闘
し
て
は
、
勧
業
銀
行
や
農
工
銀
行
、
そ
の
他
信
用
組
合
等
の
金
融
機
闘
か
ら
借
り

て
ゐ
る
負
債
と
個
人
か
ら
借
り
て
ゐ
る
負
債
と
に
分
け
て
考
察
す
る
こ
と
が
便
宜
で
あ
4
9
0

議
し
勧
銀
、
農
銀
、

其
の
他
信
用
組
合
に
劃
す
る
農
家
負
債
に
つ
き
、
個
人
た
る
高
利
貸
に
封
す
る
負
債
と
同
様
に
、
そ
の
負
債
の
棒

引
や
切
拾
等
を
行
ふ
と
き
は
、
此
等
の
金
融
機
闘
は
破
産
し
、
為
め
に
農
村
金
融
は
杜
絶
し
、
都
市
金
融
界
に
も

大
恐
慌
を
招
来
し
、
引
い
て
絡
に
暴
園
経
済
的
に
破
粧
す
る
外
は
な
い
か
ら
で
あ
る
引
き
れ
ば
農
林
省
も
各
道
府

「
銀
行
其
の
他
官
曜
の
監
督
を
受
け
て
金
融
業
務
を
取
扱
ふ
者
に
劃
す
る
負
債
の
整
理
に
付
て
は
共

の
業
務
の
機
構
を
害
す
る
虞
あ
る
整
理
の
方
法
は
之
島
正
避
け
し
む
べ
い
」
と
の
注
意
を
輿
へ
、
ま
た
信
用
組
合
に

腕
に
劃
し
、

劃
す
る
負
債
の
僚
件
緩
和
に
就
い
て
も
、
経
漕
更
生
部
長
の
名
に
於
て
「
信
用
組
合
に
劃
す
る
負
債
の
焼
件
の
綾

和
を
魚
す
に
常
り
で
は
個
人
の
負
債
の
整
理
に
念
に
し
て
信
用
組
合
の
特
殊
使
命
の
遂
行
に
支
障
を
富
市
す
こ
左
な

農林省縦台育更生1布、負債!fl'f理組合の 4WH1i>ー輯)日11相 l一年四 n。
inI同嗣郎氏、農家の負債務用(;舵済時報、第四綾部11!]拡)七頁r

昭和八年九月一日民弥mm令第三娘、j{$PCf僚第二日io.

9) 
10) 



き
横
注
意
し
信
用
組
合
本
来
の
遁
符
に
支
障
な
き
範
聞
に
於
て
闘
係
者
を
し
て
互
譲
協
調
負
債
整
理
の
目
的
達
成

に
努
め
し
む
る
こ
と
」
の
必
要
を
高
唱
し
て
ゐ
る
。

藷
に
若
干
の
負
債
懲
理
組
合
に
於
て
行
ば
れ
て
ゐ
る
勧
銀
、
農
銀
、
信
用
組
合
に
劃
す
る
負
債
保
件
の
緩
和
の

程
度
を
奉
ヤ
れ
ば
左
の
如
く
な
っ
て
ゐ
る
。

一

一

勧

銀

又

は

農

銀

に

封

ず

る

一

信

用

組

合

に

封

ナ

る

負

債

一

負

債

格

周

組

合

名

一

負

債

の

保

件

緩

利

一

の

保

件

緩

和

一

一

一

利

率

由

引

下

(

八

分

王

座

一

一
中
市
三
作
免
債
整
理
組
合
一
気
債
引
恨
の
必
長
、
利
辛
口
刊
壮
扮
刷
版
に
)
，
一
時
一

山

ヘ

申

告

円

ご

っ

川

川

長

叫

浪

え

貰

J
P
J
+
3
1
7
金
羽
川
一
ト
清
一

m

n

H

一

j

一i
l

i

-

-

E

借
占

f
ケ
'
河
川
畑
幸
世

E
一

債
へ
の
饗
更

負債整理組合目勧業銀行、設工敏行11:.
び信用組合に劃する負債の保件緩和13)

常

守

負

債

整

理

組

合

(
大
分
)

負
債
期
限
の
十
ヶ
年
延
期

利
率
引
下
(
八
分
二
厘
よ

り
七
分
四
底
に
，
.
，
(
農

銀
負
債
)

勧
銀
よ
り
債
務
を
負
ふ
組

合
員
一
名
は
組
合
の
斡
旋

に
よ
、

bγ
自
力
で
負
債
を

整
理
す

~ 1'1]負
二lfl債
銀低期
に n良
、、の

日一
歩ケ
三年
銭延
よ期

で合ふ信
整の組周
理斡合組
ナ旋員合

に三よ
」十り

ら三債
ず名務
自はを
力組負

長
期
年
賦
償
還
に
改
む
、

(
五
ヶ
年
以
上
十
七
ヶ
年

以
下
)

利
率
低
下
、
負
債
期
限
の

五
ヶ
年
延
長

郎
ち
勧
銀
、
農
銀
戸
川
卦
す
呂
負

伎
の
傑
件
緩
和
は
、
主
と
し
て
利

ー

)
|
:
i
f
t
f
q
E
〉

[

或寸

σ-d干
k
F
M
H住
吉
期
限
仙

σ犯

長
と
に
よ
勺
て
行
は
れ
.
恥
げ
い
日
川
引
制

葛

北

負

債

整

理

組

合

{

長

野

)

合
に
劃
す
る
負
債
の
僚
件
緩
和
は
、

利
率
の
引
下
、

負
債
期
限
の
延

表

長
丘
村
負
債
整
理
組
合

{
長
野
)

長
期
負
債
に
情
替

長
、
短
期
負
債
の
年
賦
償
還
負
債

へ
の
特
捜
兎
等
に
よ
っ
て
行
は
れ
、

己
む
を
得
な
い
場
合
に
限
り
、

部
負
債
の
元
金
切
下
が
行
は
れ
て

第

-
西
ノ
芝
更
生
負
債
整
理
組

一

合

(

和

歌

山

)

ゐ
る
。

次
に
個
人
負
債
に
劃
し
て
は
如
何
な
る
保
件
緩
和
が
行
は
れ
て
ゐ
る
か
と
云
ふ
に
、
そ
れ
は
左
表
の
如
く
な
っ

利
率
低
下

農
村
負
債
整
理
問
題

第
四
十
三
巻

五
O 

第
四
披

四

九

農務局、農務時報、第六十八擁(昭和九年五月)一五頁。
農林省経済更生部、負債整理組合白事例(第一得)昭和十一年凶月による。

日)
13) 



農
村
負
債
整
理
問
題

て
ゐ
る
。

一

負

債

肱

ム

斑

組

合

名

一

一

一

一

一

二

八

件

の

負

債

に

つ

き

元

金

一

一
中
津
二
井
負
債
整
理
組
合
一
五
九
、
四
四
九
圏
の
二
割
五
分
一

一
(
紳
奈
川
)
一
(
印
ち
一
四
、
八
七
四
国
)
を
切
一

一

一

下

戸

、

一

一

一

-

一

正

九

件

。

負

債

に

つ

き

負

債

↑

一
階
中
負
債
推
理
組
合
一
一
料
相
へ
丘
、
一
六

O
閥
の
八
分
↑

a

ヘド、

T
J
一
h
u

百
句
、
別
フ
口
、
ミ

L
J
d
刊剖

f
ピ

一

骨

下

「

一

東

浦

負

債

整

理

組

合

一

(

長

崎

)

一

布

良

負

債

整

瑚

組

合

(
千
葉
)

現組合白側人負債に劃する負債依件の緩和14)

沖

負

債

整

理

組

合

(
青
森
)

世
拍
北
負
債
整
理
組
合

(
長
野
)

長
正
村
負
債
整
理
組
合

(
長
野
}

コE

金

。ョ

t刀

-j< 

LP正五
之、九
ょ九何一
/~Oの

~O負
γ回債
:のに

高二二二ィコ
巳割告
を三元
切分金

ード(九元

AP-金
こ、及
三-ou
， ~()延
00帯
。間帯l
ハの息.
凶一合
号制言l
を九
切分一

元
金
の
切
下
な
し

七下側
害IJベ人
四頼負
分母債
切子は
下講平
)の均

負五
債割
l立三三
卒分
均切

(
頼
母
子
講
を
整
理
解
消
す
)

の一利回
切分子九
拾(五件
甲の

世主
， -bl:: 
2固つ
←二のき

[ 輸審|拾
一一一一一一一一一一←一ーー斗

附平 は絞|利
1!'y.ゴ 六手n
b一 分後|叫
先制 六の i吋ユ

王，:-. D軍平 1血

Di'!分均 I''-->'' 

1'"の5f'IJ i -， 
低利 率

第
四
十
三
巻

主豆

|滞
利

毛田

子

切手オl四
捨子六
額の件
計五の

三割負
、乃債

三三亘~1:: 
四十ワ
八割き
困-I;JJl!li
拾滞

大
分
担
粧
利
ナ

のの手リ
み脅イー
主主?加の
却し加
すた算

るに
もよ
院〉て〉

はて
元金
金額

主

O

手日二二
卒件
引の
下負

債

ィフ

き

均劃従
六八来
分分の
r:. (0 li、
引利分
ド卒乃
をヨ1
2pー

幾
分
低
下

第
四
抗

五
C 

負
債
期
限
延
長
其
他

長き六 {首汲
と三一 期長
年件 問ト
乃の ;r. ~正
至負 延年
十債 J量，t
年に ‘き

延ワ 負

司
仕
恥
h
m
H
ι

二
十
・
:E-

A
;
・
一
一
;
』
ヨ
タ

長債ケ負
に年債
改のの
む年大
賦部
償分
還を
負一l

農林省、前掲書によるc 本書の負債は凡で個人f主債であるo頼母子講の負債
を整理せる組合にあ Pては、それを特記した。

14) 



表

一五

O
件
の
負
債
金
額
一
一

O
、

一

一

一

忠
君
男
鮪
一
延
滞
利
子
は

Z
免
一
語
時
間
附
互
協
同
誌
唯
一

ナ

一

一

・

一

一

一

謹

下

伊

号

崎

一

昨

一

一

一

伝

説

明

事

一

本

町

議

当

一

一

読

態

誠

一

在

護

ま

一

一

外

に

頼

母

子

講

を

解

鶴

整

現

す

一

一

乃

至

へ

分

に

低

下

一

一

一
酉
ノ
芝
更
生
負
債
雪
組
一
六
件
の
負
債
に

2」
一
訓
二
分
一
一
九
件
白
負
債
に
つ
き
二
割
一
利
率
低
下
こ
分
ゴ
一
一
広
詰
長
語
一

一

〈

口

(

和

歌

山

二

乃

至

二

割

泊

分

切

下

一

八

分

乃

至

一

O
割
切
除
一
一
眼
乃
歪
三
分
)
一
ヶ
年
年
賦
償
還
に
改
一

一

…

一

む

回

一

一

c
h
-
じ、

:J二
週
つ
可

4

一

一
段
断
酒
儲

J
削
日
一
京
(
酢
ヱ
コ
-
即
断
則
一
鋭
部
=
一
、
三
六
五
間
二

i

孟
で
一
時
に
女
神
一

北
曾
河
内
負
債
整
理
組
合
一
一
元
利
。
減
額
三
割
五
分
一

1

↑
幾
分
利
率
引
下

(

三

重

)

一

一

一

鈴
姿
天
矢
負
債
整
理
組
合

(
一
一
川
岡
)

負債整第

償
還
期
限
延
長

蕊
に
掲
げ
た
十
二
の
負
債
整
理
組
合
に
於
て
は
、
元
金
の
切
下
を
矯
さ
な
い
も
の
は
二
組
合
に
過
ぎ
中
、
爾
徐

の
十
組
合
は
何
れ
色
若
干
の
元
金
切
下
を
行
っ
て
ゐ
石
。
そ
の
中
に
於
て
も
一
割
乃
至
三
割
の
元
金
切
下
を
な
す

も
の
が
最
も
多
〈
、
七
組
合
に
上
る
。
ま
た
中
に
は
四
・
五
割
の
元
金
切
下
を
な
す
代
り
に
、
残
額
負
債
に
う
い

、、.、

て
は
益
額
一
時
捕
と
な
す
組
合
も
あ
る
。
延
滞
利
子
に
就
い
て
は
若
干
の
切
拾
を
錯
す
組
合
が
多

t
、
殆
ん
ど
杢

、、

額
に
近
い
切
拾
を
な
す
組
合
も
二
・
三
あ
る
。
ま
た
多
〈
の
組
合
は
利
率
に
就
い
て
も
若
干
の
引
下
を
な
し
、
負

、.、.、.、.、.、.

債
の
償
還
期
限
は
之
を
延
長
す
る
か
、
若
く
ぱ
年
賦
償
還
方
法
に
改
め
て
ゐ
忍
の
が
普
通
で
あ
る
。
要
す
る
に
農

農
村
負
債
整
理
問
題

第
四
十
三
巻

五
O 

第
四
披

五



農
村
負
債
整
理
問
題

第
四
十
三
巻

五
O
四

第
四
犠

豆E

林
省
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
負
債
整
担
組
合
に
於
け
る
個
人
債
権
に
劃
す
る
傑
件
緩
和
は
、
元
金
の
二
割
内
外
の
切

下
、
延
滞
利
子
の
大
部
分
の
切
拾
、
利
率
の
低
下
、
負
債
期
限
の
延
長
又
は
年
賦
償
還
負
債
へ
の
種
更
等
の
方
法

に
よ
る
も
の
が
多
い
。
併
し
之
は
比
較
的
少
数
の
優
良
な
る
負
債
整
理
組
合
の
事
例
で
あ
る
が
、
会
闘
一
般
の
多

歎
の
負
債
整
理
組
合
に
於
て
も
、
か
く
の
如
〈
焼
件
緩
和
が
園
滑
に
行
は
れ
て
ゐ
る
か
否
か
は
疑
は
し
レ
。

四

以
上
に
よ
り
て
負
債
整
理
組
合
法
に
よ
る
負
債
整
理
事
業
が
充
分
漁
期
の
成
果
を
牧
め
て
ゐ
な
い
こ
と
が
明
で

あ
る
，
か
、
然
ら
ば
此
の
事
業
の
不
振
は
如
何
な
る
理
由
に
よ
る
も
の
で
あ
ら
う
か
。
今
こ
〉
に
之
が
主
な
る
理
由

を
左
に
列
翠
す
る
で
あ
ら
う
。

一
、
先
づ
第
一
に
こ
の
負
債
整
理
事
業
に
於
て
ほ
、
燐
保
共
助
の
精
神
を
基
調
と
し
、
農
山
漁
村
の
線
本
的
建

直
し
を
し
て
行
〈
矯
に
、
個
々
の
農
家
の
負
債
を
整
理
す
る
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
村
人
は
凡
て
利
己
心
を
捨
て

て
、
農
村
の
更
生
す
る
や
う
に
皆
ふ
協
力
し
て
負
債
整
理
組
合
に
加
入
し
、
互
に
責
任
の
一
端
を
負
ふ
や
う
に
す

る
こ
と
が
要
求
さ
れ
て
ゐ
る
。
然
る
に
債
櫨
者
た
る
高
利
貸
の
う
ち
に
は
、
町
村
の
有
力
者
た
る
も
の
も
合
ま
れ

て
ゐ
る
が
、
彼
等
は
必
や
し
も
隣
保
共
助
の
精
神
か
ら
喜
ん
で
組
合
に
加
入
し
な
い
。
寧
ろ
利
己
的
な
動
機
か
ら

組
舎
の
設
立
を
喜
ば
な
い
傾
向
が
あ
る
か
ら
、
こ
れ
に
よ
っ
て
組
合
の
設
立
が
鈍
ら
せ
ら
れ
る
こ
と
〉
な
る
。

二
、
負
債
整
理
組
合
を
設
立
し
て
も
、
負
債
僚
件
の
緩
和
は
、
や
は
り
憐
保
共
助
の
精
神
に
訴
ふ
る
も
の
で
、



高
今
、
債
務
者
は
そ
の
経
梼
の
樹
て
直
し
に
必
要
な
る
程
度
の
健
件
緩
和
で
満
足
す
べ
き
も
の
で
あ
り
、
債
権
者

は
債
務
者
の
経
済
支
生
が
結
局
自
己
の
利
益
と
な
る
こ
と
を
考
へ
、
互
説
妥
協
に
よ
っ
て
僚
件
の
緩
和
を
岡
る
ベ

か
〉
る
品
口
同
事
者
の
互
譲
妥
協
の
み
に
よ
っ
て
、

き
も
の
と
さ
れ
て
ゐ
る
次
第
で
あ
る
が
、
個
人
債
権
に
闘
し
て
色
、

墨恥
J
Oに皮八び及費抑

刊
刀
日査

取
得
す
る
臨
時
牧
入
左
を
以
て
充
営
す
る
外
は
な
い
o

然
る
に

T
の
家
計
牧
支
上
に
き
へ
赤
字
を
示
す
農
家
に
開

と
り
で
は
、
負
債
償
還
の
た
め
に
要
す
る
除
剰
牧
入
を
捻
出
す
る
こ
と
は
極
め
て
困
難
で
あ
る
。
従
っ
て
一
般
農
勝

家
は
、
景
気
が
更
に
よ
く
な
り
、
米
債
も
繭
債
も
上
昇
し
且
つ
之
が
安
定
し
て
、
家
計
の
飴
剰
が
生
や
る
時
ま
で
、
出
町L

じ更桝印
刷

少
相林農

必
や
し
も
傑
件
の
緩
和
が
聞
滑
に
貫
現
き
れ
な
い
虞
が
あ
る
。

三
、
今
日
の
農
家
に
あ
り
で
は
共
の
年
や
の
家
計
牧
支
に
赤
字
を
示
す
も
の
色
少
く
は
な
い
。
農
林
省
の
「
農

家
経
済
調
査
〕
に
よ
る
も
、
昭
和
七
年
度
の
調
査
農
家
二
八
二
戸
の
う
ち
共
の
三
割
五
分
に
営
る
九
八
戸
が
赤
字

唱

F

A

-

、/【
-
Z
A
Z
h

，、

式
札
乃

1
1
日
M
t

3
日

K
A
P
E
こ

'
?
:
t
司
王
za一定

3
1
二
eKEA-
フ
)

Z

L

、
九
二
」
司
ノ
、
J

こ
巳

γ7a
レ
】
レ
]
3
4
b小

~
f
r

町
平
j

A
，E
p
d
+
H
1
ト

L

司
王
州
市
川
4
一
ノ

E
J
L
J
J
-
P
げ比一一

dr
一
4J4nHI
ペ

J
H
1
h品
川
正

1
f
L

不
し
て
ゐ
る
。

き
れ
ば
負
債
整
理
組
合
を
作
り
、
あ
る
程
度
の
特
別
融
通
資
金
を
借
り
う
り
て
負
債
整
珂
を
な
す

に
し
て
も
、
結
局
組
合
員
の
極
済
更
生
計
葦
の
樹
立
に
よ
っ
て
捻
出
す
る
絵
剰
枚
入
と
不
用
の
家
財
を
庭
分
し
て

負
債
整
理
組
合
の
設
立
を
延
期
し
よ
う
と
す
る
傾
向
が
あ
る
。
ま
た
市
町
村
白
睡
に
於
て
も
負
債
整
理
組
合
に
供

給
し
た
特
別
融
通
資
金
に
劃
し
て
は
一
定
の
損
失
補
償
そ
な
す
責
任
が
め
る
か
ら
、
景
気
が
相
営
よ
〈
な
り
、
樹

立
さ
れ
た
経
済
更
生
計
主
と
負
債
償
還
計
主
に
と
よ
っ
て
、
負
債
整
理
の
見
込
が
確
賓
と
な
る
迄
、
性
念
に
組
合

を
設
立
し
よ
う
と
し
な
い
。
こ
れ
が
組
合
設
立
の
漁
期
通
り
に
進
展
し
な
い
理
由
の
一
つ
で
あ
る
。

農
村
負
債
整
理
問
題

第
四
十
三
巻

五
O
五

第
四
競

Ji. 

15) 



農
村
負
債
整
理
問
題

第
四
十
三
巻

五

O
六

第
四
擁

五
回

四
、
負
債
整
理
組
合
を
作
つ
で
も
、
之
が
成
功
す
る
魚
め
に
は
、
各
組
合
員
の
糎
漕
更
生
計
量
と
負
債
整
理
計

査
と
を
綿
密
に
樹
立
し
、
之
を
着
々
貫
行
せ
し
め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
免
め
に
は
各
組
合
員
の
農
業
経
管
は

言
ふ
に
及
ぱ
ゃ
、
家
計
に
就
い
て
も
一
々
指
導
し
、
之
が
合
理
化

'e同
っ
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
従
っ
て
之

が
指
導
の
任
に
営
る
献
身
的
な
中
心
人
物
が
必
要
と
な
る
。
成
功
し
つ
〉
め
る
負
債
整
理
組
合
を
見
る
に
、
そ
こ

に
は
必
A
V

適
営
な
る
指
導
者
乃
至
特
士
山
家
の
ゐ
る
こ
と
が
、
農
林
省
の
「
負
債
整
理
組
合
の
事
例
」
に
よ
っ
て
一
不
さ

-
c
h
ν
1
M
C
 

A
M州

v

h

w

u

p

，

え
川
る
に
他

τ刀
農
村
に
川
町
て
必
宇
し
・
9
0
折

P
5
白
壬
且
白
に
ど
屯

H
し
川
崎
る
と
ま
浪
、
ら
な
J

小
ら
、

;
J
i
-
-
;
h
I叶

1
;
1
7
d
u
-
-
一

:
1
1
1
1
4
4
i
l
-
-
;

こ
の

場
合
に
は
組
合
の
設
立
を
鈍
ら
す
こ
と
〉
な
る
。

五
、
そ
の
他
、
技
術
的
な
問
題
と
し
て
負
債
整
理
組
合
の
設
立
手
績
や
特
別
融
通
資
金
の
交
付
手
績
が
煩
噴
で
、

且
つ
時
日
を
多

t
要
す
る
こ
と
も
、
負
債
整
理
事
業
の
普
及
を
阻
害
す
る
一
因
で
あ
る
土
言
は
れ
て
ゐ
る
。

五

農
村
負
債
整
理
組
合
法
が
珠
期
通
り
の
成
果
を
牧
め
得
な
い
主
な
る
原
因
が
以
上
の
如
き
も
の
で
あ
る
'
と
す
る

な
ら
ば
、
之
に
卦
し
如
何
な
る
方
策
を
講
す
べ
き
で
ゐ
ら
う
か
。
+
訟
で
は
そ
の
中
の
主
要
な
る
方
策
に
つ
い
て
論

十
る
で
あ
ら
う
。

一
、
光
づ
第
一
に
農
村
負
債
整
理
事
業
を
促
準
す
る
だ
め
に
は
、
今
日
の
高
利
貸
に
し
て
村
の
有
力
者
に
た
い

す
る
高
利
負
債
を
整
理
し
て
、
之
を
低
利
の
も
の
に
借
換
せ
し
め
、
以
て
負
債
整
理
組
合
の
設
立
挫
に
共
の
事
業



の
準
捗
を
容
易
な
ら
し
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
つ
現
花
の
農
家
負
債
綿
額
は
約
四
十
五
億
聞
と
推
定
3
れ
て
ゐ

P

注

v

る
が
、
之
を
負
債
の
金
利
別
に
見
る
と
、
七
分
未
満
は
僅
に
九
%
八
で
、

一
割
未
満
が
ゴ
一
二
一

μ
二、

一
割
二
分
末

満
炉
二
八
dw
六、

一
割
五
分
未
満
炉
二
二
%
二
、

一
割
五
分
以
上
が
六

μ
一
一
と
な
っ
て
ゐ
る
。
き
れ
ば
一
割
二
分

以
上
の
高
利
依
だ
け
を
整
理
す
る
と
し
て
も
、
向
ほ
十
三
億
閣
の
負
債
を
整
理
せ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
ο

然
か
も
地

主
か
ら
自
作
農
、
自
作
品
収
小
作
農
、
小
作
農
に
移
る
に
従
っ
て
、
}
辺
代
金
融
機
闘
に
る
銀
行
や
信
用
組
合
を
利
用

す
る
率
が
少
な
〈
、
輔
母
子
講
や
個
人
命
貸
業
者
に
依
脱
す
る
程
度
が
愈
々
高
く
な
り
、
又
ぞ
の
負
債
利
子
も
高

ιξ

・

胸

、

B

〉
、

t
r
L
ι
J
p
t
J
 

，

バ

伊

J
4

先
づ
品
川
町
牲
珊
山
知
業
は
此
等
の
岬
句
作
農
民
の
に
め
、

そ
の
高
利
色
、
山
川
'f
整
珂
す
る
こ
と
よ
り
始

む
べ
き
で
あ
る
。
然
る
に
我
岡
の
如
き
小
農
経
侍
ぷ
於
て
は
、
そ
の
経
営
の
牧
盆
利
剤
り
は
極
め
て
低
く
、
自
己

批
労
働
貫
録
を
零
と
し
て
計
算
し
て
も
向
ほ
約
七
分
に
営
る
に
過
ぎ
な
い
有
様
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
経
併
の
徐
剰
肱

入
ぞ
以
て
負
債
を
償
還
す
る
限
り
、
そ
の
負
債
利
率
は
そ
れ
に
相
臆
す
る
低
利
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
従
っ
て

高
利
償
金
低
利
に
借
換
へ
、
農
業
純
符
の
徐
剃
枚
入
を
以
て
漸
次
償
還
し
得
る
や
う
工
た
す
る
こ
と
が
負
債
整
理

の
第
一
の
要
請
で
あ
る
。

き
れ
ば
政
府
と
し
て
も
農
村
負
債
整
理
事
業
を
積
極
的
に
促
進
サ
ん
と
す
る
な
ら
ば
、
川
今
日
の
負
債
整
理
組

合
に
劃
す
る
特
別
融
通
資
金
の
限
度
二
億
闘
を
更
に
増
額
し
、
高
利
負
債
の
俊
件
緩
和
ぞ
過
賞
に
行
ひ
た
る
上
、

之
が
低
利
借
換
に
要
す
る
賓
金
の
大
部
分
を
供
給
す
る
必
要
が
あ
る
。
同
更
に
負
債
整
理
組
合
白
煙
の
自
力
に
よ

っ
て
高
利
負
債
の
借
換
に
要
す
る
低
利
資
金
を
蒐
集
せ
し
め
る
手
段
を
講
宇
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
今
日
の
負

農
村
負
債
整
理
問
題

第
四
十
三
谷

五

O
七

第
四
競

五
主

最近の農林省の調査に上れほ、昭和 j-IJ引m八月境イEの中小農山泊、家(大地主
及び不京地主の分を除<)の負債線網は間十億九千百僚寓聞にして、年利
一割以上の高手IJ負債額はト五億聞とな-)でゐる。

16) 拙著、農村最業組合の研究、三七六]:[。
17) 馬場銭一氏、不動産金融(金融研究曾)←一氏 3

(詮ー)



農
村
負
債
整
理
問
題

五
六

第
四
十
三
巻

五
O
八

第
四
披

債
整
理
組
会
は
部
落
皐
位
の
孤
立
的
の
も
の
で
其
の
資
力
も
乏
し
い
か
ら
、
会
闘
の
組
合
を
構
成
分
子
と
し
、
政

府
の
援
助
の
下
に
、
中
央
に
負
債
整
理
組
合
中
央
金
庫
を
設
置
し
、
之
に
割
増
金
付
の
債
券
の
夜
行
を
認
め
、
今

日
の
勘
業
債
券
と
同
様
に
、
之
に
よ
っ
て
長
期
に
し
て
然
か
も
非
常
に
低
利
な
る
資
金
を
集
め
、
之
を
高
利
負
債

の
借
換
に
用
ゐ
し
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

二
、
次
に
負
債
の
僚
件
緩
和
に
闘
し
て
は
、

債
継
者

隣
保
共
助
の
精
神
か
ら
、
負
債
整
理
組
合
が
斡
旋
し
て
、

ム
」
債
務
者

E
の
協
調
を
促

1
こ
と
を
原
則
と
す
る
c

併
し
之
に
よ
っ
て
協
定
が
成
ら
な
い
場
合
に
は
市
町
村
負
債

整
理
委
員
舎
の
斡
旋
を
詰
求
し
、
更
に
金
銭
債
務
臨
時
調
停
怯
に
よ
る
調
停
の
申
立
を
色
な
す
こ
と
が
出
来
る
。

併
し
川
此
等
の
機
関
に
は
そ
の
な
し
た
る
負
債
僚
件
緩
和
の
協
定
を
賞
事
者
に
強
制
す
る
楳
限
が
奥
へ
ら
れ
て
ゐ

な
い
。
判
ま
た
此
等
の
機
闘
が
如
何
な
る
標
準
に
基
い
て
負
債
保
件
緩
和
の
協
定
を
試
か
べ
き
か
に
闘
す
名
準
則

も
何
等
設
け
ら
れ
て
ゐ
な
い
。
従
っ
て
負
債
僚
件
の
緩
和
に
闘
し
で
は
隣
保
共
助
の
精
神
に
基
い
て
協
調
す
る
こ

ム
』
を
理
想
と
す
る
も
、
之
に
よ
っ
て
僚
件
緩
和
が
嗣
措
に
行
は
れ
難
い
場
合
の
起
る
こ
と
も
考
へ
ら
れ
る
か
ら
、

右
の
ニ
賄
に
闘
し
趨
営
な
る
規
定
を
設
け
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

先
づ
第
一
の
賭
に
闘
し
で
は
、
や
は
り
農
村
の
負
債
整
理
組
合
や
負
偵
務
理
委
員
舎
の
斡
旋
で
債
格
者
、
債
務

者
の
互
譲
協
調
で
傑
件
緩
和
の
成
立
す
る
こ
と
が
最
も
望
ま
し
い
。
現
に
北
米
合
衆
固
で
は
益
岡
三
千
の
郡
(
農
村

地
方
の
)
の
中
で
、
二
千
六
百
の
郡
に
農
場
負
債
整
理
委
員
舎
が
設
立
さ
れ
て
居
る
が
、
こ
の
委
員
舎
の
委
員
は
何

れ
も
「
隣
人
の
た
め
に
、
自
身
の
村
の
た
め
に
、
献
身
的
に
自
分
一
連
の
時
聞
を
喜
ん
で
割
き
得
る
人
濯
で
あ
る
。
」

18) 農林省。新極l策のーとして最近溌表された所によれば、政E及び負債啓一理組合
を出資者と Lて負債整理金庫を設け、十三億二千島閣の負債整理を日穂とし、
組合目管理する負債につき九億固を限定 eLて組合に針しi斐金の貸付文は債
務白保誼をなし、金庫の耕梼Tべき金額につ告不足在生じたそFは、政府は之
に劃し金庫白貸付額及び保設額の三分の一以内む三位困を限延正して補給し、
又金庫は必要なる蓑金を得るため四位五千蔦圃2:~!lnl:として、債券を議行する



而
し
て
此
の
委
員
舎
は
出
来
る
限
り
債
樺
者
と
債
務
者
と
の
協
調
に
よ
り
、
負
債
の
整
理
(
利
子
引
下
、
適
度
な
る
元
金

白
引
捨
、
負
債
期
限
の
延
長
き
に
よ
り
、
債
務
者
が
箕
面
白
日
働
い
て
漸
次
に
負
債
を
完
済
し
得
る
や
う
圃
る
も
の
で
、

同
時
に
債
務
者
が
負
債
償
還
に
卦
す
る
責
任
心
を
高
め
、
ま
た
債
植
者
は
債
務
者
に
封
し
寛
容
な
る
態
度
を
左
り

得
る
や
う
、
雨
者
を
教
育
す
る
こ
正
に
努
力
し
て
ゐ
る
叫
か
冶
る
債
樺
者
と
債
務
者
と
の
協
調
が
最
も
望
ま
し
い

パ
か
、
併
し
か
ヨ
る
理
想
は
必
中
し
も
容
易
に
寅
現
し
得
る
も
の
と
は
限
ら
な
い
か
ら
、
負
債
整
理
委
員
曾
に
多
少

の
樺
限
hve

典
へ
る
こ
と
ち
必
要
と
な
る
。
例
へ
ば
一
九
三
四
年
七
月
三
日
の
カ
ナ
ダ
の
農
家
負
債
整
理
法
に
よ
れ

ば
、
各
医
裁
判
所
管
曙
内
に
破
産
管
理
者

3
2
2
t
同
2
吾
、
巾
与
が
任
命
さ
れ
、
且
つ
負
債
再
審
委
員
合
同
(
出
0
2・
与
え

4
)
〉
4

h

〉
・
4

4

J

f

u

正司
E
1
n
I
L
・
3
O

L
F
/
r
d
k
h
f
 

Z
R
w
t度一
E
「
3
一
了

4
E
コ戸

'
J

ょ
、

ι
、
百
年
「
7
D
L
」
a
p
-
H
て
み
、
M
d
い
定
書
責

副
長
崎
断

'
t
y
h
u
p山
、
恒
一
可

J
1
P
M
J
u
・「d
-
-

〆

ず

u
d
V
4
i
p
w
t
h
L
Eノ
担
O

F

J

I

、

t
戸〈
4
4
4
J
P旬
、
、
弘

F
F
L
d
J
d
l

を
被
る
農
民
は
、
破
産
管
理
官
に
劃
し
自
己
の
負
債
及
び
資
産
扶
態
を
正
直
に
告
白
し
て
、
そ
の
援
助
を
求
め
る

ニ
ム
」
が
出
来
る
。
こ
の
援
助
に
よ
っ
て
、
農
民
は
負
債
元
金
の
引
下
、
或
は
支
掛
期
限
の
延
長
等
よ
り
な
る
負
債

撃
理
案
を
作
成
す
る
。
管
理
官
は
此
の
整
理
案
を
債
権
者
に
交
付
す
る
。
而
し
て
債
権
者
が
之
に
同
意
し
た
る
と

き
は
、
こ
の
負
債
整
理
計
量
は
成
立
し
、
匡
裁
判
所
に
於
て
登
記
さ
れ
、
そ
れ
は
拘
束
力
を
持
つ
こ
と
ち
な
る
。

然
る
に
債
権
者
が
こ
の
整
理
業
に
同
意
せ
ゴ
る
と
き
は
、
こ
の
事
件
は
夏
に
負
債
再
審
委
員
舎
に
廻
註
さ
れ
る
。

こ
の
委
員
舎
に
於
て
は
管
轄
匝
裁
判
所
の
剣
事
が
委
員
長
と
な
り
、
管
轄
匡
内
の
債
樺
者
誌
に
債
務
者
中
よ
り
各

今
一
名
づ
〉
の
委
員
が
任
命
さ
れ
る
。
こ
の
委
員
舎
は
迭
附
さ
れ
た
負
債
整
理
案
に
つ
き
、
抵
営
負
債
た
る
と
否

と
を
聞
は
や
、
凡
て
の
負
債
に
つ
き
新
に
整
理
計
査
を
樹
立
す
る
-
も
の
で
、
こ
の
委
員
舎
で
決
定
さ
れ
た
る
許
萱

農
村
負
債
整
瑚
問
題

第
四
披

五
七

第
四
十
三
を

T
R
O
九

と』が由来る計壷であるつ
H. C. M. C~~e， op. cit'J p. 291.併しアメリカに於ても新〈理組組りに行はれ
てゐるか否かは疑はしいa
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農
村
負
債
整
瑚
問
題

策
四
十
一
二
谷

ヨ王;， 

に
封
し
で
は
、

五
一

C

債
樺
者
も
債
務
者
も
異
護
を
申
立
て
得
な
い
こ
と
〉
な
っ
て
ゐ
る
。

拍
車
問
披

我
困
の
農
家
負
債
整
理
事
業
に
於
て
は
、
負
債
整
理
組
合
及
び
負
債
整
理
委
員
舎
の
協
定
に
卦
し
直
に
強
制
力

を
興
一
ふ
る
こ
と
は
、
多
少
の
危
険
を
仲
ふ
と
も
考
へ
ら
れ
る
か
ら
、

此
等
の
機
閥
は
何
慮
ま
で
も
官
事
者
の
隣
保

こ
の
斡
旋
に
よ
り
協
調
の
出
来
な
い
事
件
に
限
り
、

裁
判
所
管
轄
毎
に
設
立
さ
る
べ
き
負
債
調
停
委
員
合
に
於
て
、

共
助
の
精
紳
に
訴
へ
て
協
調
を
岡
り
、

カ
十
ダ
の
如
〈
各
区

迅
速
に
底
理
す
る
や
う
阿
る
べ
き
で
あ
ら
う
。

有

44:
河
〈
九
ソ
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ノ

f
-
3戸
川
町
条
半
り
定
日
P-
可
叫

7

J

E

-
-
A
J
f
f
イ
〈

1
1
4
p
，
l

Jffυ

、
川
叫
叫
・
エ
7
J

禁
住
七
二
也
、

C
と
pu
た
'
E
r
T一J

v
t
q
占

1
1
H
寸

4
d
p
u
v

一

点

34σι

か
の
選
準
の
無
い
場
合
に
は
、
迅
速
な
る
慮
置
は
採
れ
な
い
で
あ
ら
う
。
け
れ
ど
も
一
概
に
負
債
僚
件
の
緩
和
と

一
律
な
る
取
扱

云
つ
で
も
、
銀
行
や
信
用
組
合
に
劃
す
る
負
怖
と
個
人
的
な
る
高
利
貸
に
劃
す
る
負
債
と
で
は
、

が
出
来
な
い
か
ら
、

こ
の
負
債
僚
件
緩
和
の
基
準
を
法
律
で
規
定
す
る
に
し
て
も
徐
程
の
熟
慮
を
要
す
る
。
斯
か

る
農
家
負
債
の
懐
件
緩
和
に
闘
し
、

凡
て
の
負
債
に
針
し
一
律
的
な
る
法
律
規
定
を
設
け
た
る
淡
町
の
は
、

y
l
マ

ユ
ア
の
農
業
負
債
肩
替
法
で
あ
る
。

即
ち
一
九
三
二
年
四
月
十
六

H
P
ル
ー
マ
ニ
ア
農
業
負
債
肩
替
法
が
之
で
あ
る
。
同
法
は
十
へ
ク
タ
ー
ル
以
下
の
農
地
所
有
農
家
と
そ
れ
以
上
の
而

積
む
農
地
所
有
農
家
と
に
分
り
て
、
別
々
に
規
定
し
て
ゐ
る
。
印
私

Jm十
(
ク
グ

1
ル
又
は
そ
れ
以
下
の
農
地
を
所
有
す
る
農
家
の
負
債
は
五
割
切
拾

て
本
法
務
布
の
日
よ
り
=
一
十
ヶ
年
以
内
に
償
還
す
べ
き
年
利
四
分
の
負
債
に
肩
替
ら
し
め
る
。
ぬ
十
へ
ク
タ
ー
ル
以
上
の
農
地
を
所
有
す
る
農
家
の
負

債
は
、
少
〈
と
も
そ
の
負
債
額
の
六
割
が
農
地
の
脳
入
、
J

骨
仇
又
は
無
生
の
加
融
持
手
段
の
購
入
及
び
棺
加
、
農
業
用
建
物
、
値
付
、
土
地
改
良
、
滋
蹴
、

防
水
、
最
小
限
度
の
庁
一
折
砂
川
悼
等
の
た
め
に
起
さ
れ
た
る
場
合
に
は
、
次
の
標
準
に
従
っ
て
之
を
切
捨
て
る
o
印
ち
り
一
九
二
七
年
又
は
そ
れ
以
前
に

(
 

起
さ
れ
た
る
負
債
に
針
し
て
は
五
割
(
一
万
金
、
利
子
、
年
賦
金
と
も
て
一
九
二
八
年
に
起
さ
れ
た
る
負
債
に
謝
し
て
は
四
割
、
一
九
二
九
年
り
負
債
に

封
し
て
は
=
一
割
、
一
九
三

O
年
の
負
債
に
訴
し
で
は
二
割
、
一
九
三
一
年
の
負
債
に
劃
し
て
は
一
割
切
拾
て
る
。
而
し
て
切
拾
て
ら
れ
た
残
り
の
負
債

InterD::t.tiosi'll lnstitute ()f Agricultl1re， The ¥Vol'ld Agdcllltural Situation in 
'933-34・p.1::0. このカナダの農家負債整理ー訟は AnAct to facilitate Compro 
mbes ilnd Arrangements between Farmers and th.eir Creditors なるt;手再を持エ
ワてゐる。こり法律に就ては Prefixto Statlltes， 1934 (Canada)重昼間。誌に事
げたる里古は主として同法第六線、第七巻及び第寸二僚による。
こP 調停委n脅は何事、各1(.]'燃の負債整理主任官札そり他民問。委Rを以て組
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は
一
一
年
同
に
完
済
す
べ
き
も
の
と
す
る
。
問
中
及
び
大
所
有
農
地
内
包
債
格
珂
の
他
の
方
法
は
裁
判
時
上
の
柊
川
崎
で
あ
る
。
こ
り
場
合
に
は
負
債
額
を
そ

の
六
割
迄
低
下
し
、
之
を
一
三
ト
年
以
内
の
年
賦
償
還
と
+
。
年
賦
償
却
金
内
一
段
J

内
限
ぽ
債
務
者
の
農
場
純
牧
へ
の
主
割
を
趨
ゆ
る
を
件
な
い
こ
と
t
h

な

っ
て
ゐ
る
。

を
要
せ
ず
、

五
割
の
切
捨
て
を
な
し
、

一
九
三
四
年
四
月
新
農
家
負
債
整
瑚
法
を
制
定
し
て
、
凡
て
の
農
業
負
債
は
何
等
の
手
続

一
ニ
十
四
問
の
半
年
賦
で
償
還
す
べ
き
年
利
三
分
の
負
債
に
肩
替
は
ら
し
め
る
こ
と
L

し
た
。

そ
の
後
、
岡
民
農
民
黛
内
閣
に
代
っ
た
白
向
業
内
閣
は
、

か
く

y
!
?
一
ア
の
農
家
負
債
整
理
法
に
於
て
は
、

債
樺
者
の
如
何
を
聞
は
争
、
農
家
負
債
の
五
割
を
切
捨
て

そ
の
結
果
は
像
期
の
成
績
を
血
中
げ
得
争
、

混
乱
を
惹
起
ぜ
し
め
る
こ
と
〉
な
っ
た
。

反
つ
で
農
業
金
融
、

び
い
て
一
般
金
融
界
に
非
常
な

に
の
で
あ
る
が
、

き
れ
ば
負
債
傑
件
の
緩
和
と
一
五
ふ
も
、

新
か
る
極
端
な
る
負
債
の
切
拾

F
3
4
6
F
-
F

・
3

副

'
a
y
伊
九
、

を
ガ
H
4
4
4
4
J
L
L
P
t

大
い
な
る
枇
命
的
幣
令
官
と
結
滞
界
の
泊
札
L
a
p
T
蕊
相
守
る
戸

7
C
¥
'
G
る
か
ら
、

n

h

o

t

 

む
¥
宇
ぷ
同
側

端
な
る
負
債
の
一
律
的
切
拾
を
規
定
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
。

農
家
の
負
債
整
理
上
そ
の
負
債
の
俊
件
緩
和
に
闘
し
、
利
子
の
引
下
、

非
解
約
年
賦
償
還
負

濁
逸
闘
の
一
九
三
三
年
六
月
一
日
の
農
業
負
債
接
理
法
と
一
九
三
五
年
三

債
樺
額
の
切
下
、

債
へ
の
種
夏
等
を
規
定
せ
る
ち
の
に
、

月
十
三
日
の
小
作
入
負
債
整
理
命
令
と
が
あ
る
。

高
に
は
雨
者
の
負
債
儲
件
緩
和
に
闘
す
る
主
な
る
規
定
の
み
を

奉
げ
る
。

旬
ち
前
者
四
農
業
負
債
整
期
決
に
よ
れ
ば
、
自
己
資
金
を
以
て
負
債
を
償
還
し
得
な
い
農
業
、
林
業
又
は
閑
誕
の
料
品
u
t
刊
は
、
凪
裁
刈
所
に
負
債
整

咽
唱
の
開
始
を
申
請
し
、
認
可
の
決
定
あ
る
と
き
は
、
そ
り
指
定
す
る
負
債
整
理
所
に
於
て
啓
迎
を
行
ふ
。
こ
の
た
め
会
附
に
瓦
り
設
置

?
bれ
士
る
負

債
整
周
一
仰
に
於
て
農
家
の
負
債
を
肩
代
り
し
て
、
利
子
の
引
F
、
債
聾
酬
の
切
下
、
非
桝
約
年
一
賦
償
還
負
債
へ
の
警
見
等
の
方
法
に
よ
っ
て
農
家
の
負

債
を
全
般
的
に
磐
用
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
負
債
整
尽
の
万
法
に
は
自
助
的
負
債
獲
測
と
強
制
調
停
に
よ
る
棋
雌
と
の
二
揮
が
あ
る
。
而
し
て
此
D

農
村
負
債
格
煙
問
題

第
四
十
三
谷

第
四
挽

五

五
九

織すべきである。
A. Wynn， Die Umschnldung der nu】lunbchenLandwirtscha仕 (Berich.te
L3ndwirtschaft， lid. XVIII， Heft 1/:'， 1町、;)日.](53丘

InternatioD:ll In邑tit:uteof Agricult{j，re" Th.e、VorldAgricnltural SitmJ.tion in 
1933-34， p. 412 
A 奇Nynn， ;1. a. 0巾 s.154・155・

i.iber 22) 
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農
村
負
債
整
理
問
題

第
四
十
三
巻

第
四
肢

:>> 
O 

五

負
債
整
理
手
続
は
、
農
場
牧
益
償
値
の
三
分
の
二
と
決
定
さ
れ
て
ゐ
る
農
場
指
保
偵
値
の
限
度
(
宮
E
M
L
o
r
n
-
Z『
r
E
R
U開

E
E
)
に
ま
で
農
場
負
債
を
漸

次
低
下
せ
し
め
る
前
提
を
作
成
す
る
に
あ
る
と
さ
れ
て
ゐ
る
(
第
一
僚
)
。
従
っ
て
此
の
負
伍
整
理
の
僚
件
緩
和
に
附
し
て
は
、
∞
農
場
捨
保
偵
仮
の
限

度
内
に
於
け
る
非
解
約
祇
朴
同
保
設
年
賦
償
還
債
櫨
に
劃
し
て
は
、
そ
の
利
率
が
四
分
を
超
ゆ
る
と
き
は
、
之
を
凶
分
に
引
下
戸
、
る
こ
と
を
符
る
(
第
八

十
三
依

)cm農
場
指
保
償
債
の
限
皮
内
に
於
け
る
解
約
付
拭
首
相
仲
詮
年
賦
償
還
債
植
は
之
を
非
解
約
指
償
制
作
託
年
賠
償
笛
彬
に
鑑
一
見
す
る
。
そ
由
利
率

は
年
間
分
と
す
、
但
し
協
定
利
率
を
超
ゆ
る
を
符
な
い
。
年
賦
償
還
市
中
は
債
務
者
の
同
意
を
符
る
に
非
さ
れ
ば
五
原
を
超
ゆ
る
こ
と
を
何
な
い
(
第
八
十

四
保
)
F
m
w
農
場
擦
保
債
伎
の
限
度
内
に
於
け
る
持
常
に
よ
ワ
て
保
会
さ
れ
ざ
る
債
穫
に
到
し
で
は
、
そ
ゆ
利
率
を
凹
分
五
周
(
事
務
費
り
負
捨
子
一
合
む
)

と
定
む
。
但
し
協
定
利
市
中
止
飽
ゆ
る
、
主
配
得
た
い

o
m約
付
年
蝋
償
還
債
椛
は
之
を
非
解
約
年
賦
俄
遺
品
山
一
械
に
判
虫
夏
ナ
る
a

」
の
年
駅
償
滋
卒
の

J

一円川

さ

κ刷
闘
し
工
は
五
開
乃
日
氏
分
。
拘
問
品
川
怖
い
-
、
リ
ー
債
控
児
所

E
股
業
師
川
柑
常
者

ι
心
協
測
に

t
咋
て

μ
品
。
。
此
り
軌
J
闘
し
附
者
聞
に
協
定
が
成
A
U

子し

な
い
場
合
に
は
、
負
債
整
理
所
の
申
請
に
思
い
て
、
匝
裁
判
所
は
之
が
最
終
的
決
定
を
な
十
。
但
し
こ
の
揚
合
、
年
賦
償
諮
搾
は
二
分
を
超
ゆ
る
こ
』

を
符
な
い
(
第
十
四
保
)
。
仙
一
正
金
の
切
拾
に
閲
し
て
は
、
摺
保
償
値
の
限
度
内
に
於
け
る
提
常
保
詮
債
挺
に
針
し
て
は
、
強
制
調
停
手
続
に
よ
る
も
、

そ
の
気
債
額
を
切
拾
て
畠
こ
と
を
符
な
い
。
共
の
他
。
債
権
に
劃
し
て
は
、
強
制
調
停
手
続
に
よ
っ
て
、
最
尚
五
割
主
で
、
債
柑
航
者
の
同
意

E
嬰
せ
ず
、

債
権
額
を
切
捨
て
る
こ
と
を
符
る
(
第
二
十
九
僚
)
。

更
に
一
九
三
五
年
の
小
作
人
負
債
整
理
命
令
で
は
、
申
請
を
受
理
し
た
負
債
整
理
所
は
、
何
々
の
小
作
農
に
つ
き
負
債
準
測
計
費
を
樹
て
、
負
債
利

子
の
引
下
、
非
解
約
年
賦
償
還
債
権
へ
の
挺
更
等
の
方
法
に
よ

n整
却
を
行
'
F
。
整
理
所
は
小
作
人
の
農
場
財
産
を
評
償
し
、
こ
の
許
債
額
の
六
割
を

農
場
周
産
捨
保
債
値
の
限
度
と
す
。
川
小
作
入
信
用
法
に
掠
る
農
場
則
産
抵
官
保
諮
債
権
が
農
場
財
産
償
値
の
三
割
を
越
え
ざ
る
場
合
に
は
之
を
非
仰

約
年
賦
償
還
債
穣
に
費
更
す
る
(
第
十
五
保
)
三
割
を
超
過
す
る
場
合
に
は
、
超
過
額
は
現
金
を
以
て
排
済
す
べ
き
も
の
と
す
る
(
第
十
八
俊
二
似
非
解

約
償
還
債
権
に
は
事
務
費
を
合
め
年
四
分
五
麗
の
利
子
を
附
す
。
年
賦
償
還
卒
は
五
厘
乃
五
五
分
と
す
(
第
十
六
僚

}om負
債
整
別
所
以
外
白
金
融
機

闘
が
小
作
人
に
劃
し
第
一
順
位
の
債
権
を
有
す
る
揚
合
に
は
、
負
債
整
理
所
が
自
己
目
安
金
を
以
て
之
を
引
受
け
る
(
第
十
五
僚
)
。
小
作
人
に
劃
す
る

第
一
順
位
の
債
権
に
あ
ら
ざ
る
債
権
は
現
金
を
以
て
排
済
ナ
る
か
、
又
は
年
賦
償
還
方
法
を
以
て
排
済
す
べ
き
も
の
と
ナ
、
こ
の
年
賦
負
債
は
之
ま
非

解
約
と
な
す
(
第
十
七
僚
)
。
仰
強
制
調
停
手
績
に
於
て
は
小
作
入
信
用
法
に
依
り
農
場
財
摩
祇
官
権
又
は
賃
貸
人
按
常
楳
を
以
て
保
全
せ
ら
れ
た
る
債

【
註
ニ
)

雄
は
債
権
者
の
同
意
を
得
た
る
場
合
に
陳

p
、
農
場
財
産
債
催
。
三
割
迄
に
切
下
戸
、
る
こ
と
を
得
る
(
第
二
十
一
保
)
。

斯
〈
の
如
〈
摘
逸
の
農
業
負
債
整
理
訟
は
負
債
僚
件
の
緩
和
に
闘
し
、

負
債
額
の
切
下
、
非
解

利
率
の
引
下
、

Gesetz zur Regelung der landwirtschaft1ich.en日ciliu.ldverhaltnissevom I. Juni 
1933 この法律に閲しては H町四ening-Patr.old，Die l~，.odwirbchaftliche Sch.ul 
denregelllng， 2 Al1fL 1936 参照。
Pachte田 ntschuldungsverordnungvom 12. Marz 1935- こo命令の全認が農林省、
農務局、農務時報(第九十五腕、昭和十一年八月)1:喝I.fられてゐる。版文に
ワいては Harrnening-Patzold，，，_ a_ 0_ S_ II64 丘~~~!!!=~。
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約
年
賦
償
還
負
債
へ
の
盛
夏
、
年
賦
償
還
率
の
制
限
等
を
法
律
に
規
定
し
て
ゐ
る
が
、
新
か
る
規
定
の
う
ち
、
我

闘
の
農
村
負
債
整
聞
事
業
に
移
し
得
る
色
の
ゐ
ち
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
間
あ
る
程
度
ま
で
の
利
率
低
下
、
問

非
解
約
年
賦
償
還
負
債
へ
の
慶
克
、
例
年
賦
償
還
率
の
最
高
限
度
の
確
定
の
三
つ
で
あ
ら
う
。
負
債
元
本
の
切
拾

は
向
個
人
的
高
利
負
依
左
特
殊
銀
行
及
び
信
用
組
合
に
謝
す
る
負
債
と
の
聞
に
於
て
、
閉
ま
に
各
種
負
債
の
起
債

常
時
に
於
げ
る
物
債
水
準
の
知
何
に
よ
り
、
明
負
債
整
理
念
必
要
と
す
る
農
家
の
負
携
す
る
負
債
額
と
そ
の
農
家

の
牧

λ
と
の
割
合
の
知
何
等
に
よ
っ
て
、
負
債
の
切
扮
額
を
捧
化
せ
し
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
、
負
債
元
金

の
切
拾
を
法
律
に
よ
り
一
律
に
規
定
す
る
こ

E
は
危
険
で
あ
る
。
従
っ
て
負
債
の
切
除
に
閲
し
て
法
、
以
上
の
三

作
山

ρ
L寝
室
ノ
「
一
、
当
t
K
4ぷ
巳
市
北

U
L
i
、
主
主
に
L
主
主
主
:
4
N
E遇、

s
t
t
L
司
h
t
r
u
p
-
-
F
T
F
日
午
:
4
H
U
五
?
?
b
z
ト

ノ

S

F

M

豊川

1
J岡
市

h
i
t
-
t
H
4空
E
砂
市
ノ

t
t
t
H
4
E
R
b
f
f
J
L
E
U
-
E
6
4
4
b
y
-
-
E
4
E
A
d
v
lト

U
1
並
官
i片
山
元
十
占

L

t
ハ
h
c

も
の
で
あ
ら
う
。

一
一
一
、
我
閣
の
農
家
負
債
整
理
の
目
標
は
、
過
度
負
債
を
整
理
す
る
と
同
時
に
、
経
済
更
生
計
書
の
樹
立
に
よ
っ

て
短
替
と
家
許
の
合
珂
化
と
を
岡
り
、
之
に
よ
っ
て
捻
出
す
る
徐
剃
牧
入
に
よ
っ
て
漸
次
に
そ
の
負
債
を
完
済
せ

し
め
る
に
あ
る
o

剖
ち
負
債
整
理
を
な
す
農
家
は
必
守
、

「
蛭
梼
更
生
計
量
と
負
債
償
還
計
査
と
を
樹
立
し
、
夏

生
の
熱
意
あ
り
見
込
め
る
者
で
、
而
も
是
等
の
計
差
を
誠
貫
に
履
行
す
る
者
に
付
て
の
み
負
債
の
整
理
を
許
す
の

が
趣
旨
で
あ
る
o
」
ま
た
濁
逸
の
農
業
負
債
整
理
法
に
よ
る
も
「
程
替
者
の
人
格
及
び
盤
替
方
法
が
手
積
(
負
債
整
理
由
)

の
貫
行
に
劃
し
致
呆
を
期
待
し
得
ゴ
る
と
き
い
一
は
負
債
整
理
手
績
は
之
を
開
始
せ

F
る
こ
と
〉
な
っ
て
ゐ
る

0
3

れ
ば
負
債
整
理
事
業
は
更
生
の
熱
意
と
見
込
と
の
め
る
者
に
資
し
て
行
は
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
此
の
事
業
に
よ
り

農
村
負
債
盤
理
問
題

第
四
十
三
谷

五
一
三

第
四
貌

{ 

ノ、

27) 如何なる機闘が負債狭理所左な H得るかlは、_.-九三三年六月十五日の農業負債
主是正虫法第一施行令第一僚に規定されてゐる。 ~p ち農村産業組合中央金庫、地主
金融組合、農業銀行、幽立鋭行そり他が推埋所た H得る。

28) こ四場合の負債整副所は、一九二四年ι設立にか Lる濁塩小作銀行及びそ自他
ニ豆類似0 庶民金融機関である。
泊>.る委員曾の必要なることに就いては慨に論ピ止。29) 



農
村
負
債
整
部
問
題

第
四
十
一
ニ
巻

第
四
肢

五

回

プて

徒
に
園
民
の
依
翻
心
を
醸
成
し
、
ま
た
義
務
怠
慢
の
傾
向
含
生
ぜ
し
め
で
は
な
ら
な
い
。
ま
た
同
時
に
此
の
事
業

は
単
な
る
依
権
者
救
梼
の
暁
に
殴
し
で
は
な
ら
な
い
。
従
っ
て
負
依
整
理
事
業
に
於
て
は
、
過
度
負
杭
を
捨
ふ
が
、

夏
生
の
意
気
と
見
込
の
あ
る
有
能
な
る
農
民
の
負
債
を
整
理
す
る
に
あ
る
か
ら
、
岡
家
も
之
に
劃
し
趨
営
な
忍
援

助
を
奥
ふ
ぺ
〈
、
ま
た
勘
業
銀
行
や
農
工
銀
行
の
如
き
特
殊
銀
行
も
、
ま
た
信
用
組
合
も
出
来
る
だ
け
金
利
を
引

な
す
J、え

き
で:民
あ m:
ち!堅:
う"'ll耳I

;業j
(わ

侃

:iE 
jk 
l功
け

土
た
特
殊
銀
行
は
杭
棋
の
強
制
執
行
仁
闘
し
て
は
趨
院
な
る
粧
利
や

下
。
グ
て
、

斯
〈
の
如
〈
に
て
農
村
の
過
度
負
債
を
整
理
す
る
と
共
に
、
将
来
に
於
て
再
び
斯
か
る
過
度
負
債
を
惹
起
せ
し

一
方
岡
家
は
適
切
な
る
経
済
政
策
誼
に
枇
合
政
策
的
施
設
に
よ
っ
て
、
農
業
生
産
の
増
進
、

農
産
物
の
債
格
統
制
、
困
民
所
得
の
公
正
な
る
分
配
、
農
村
金
融
機
闘
の
整
備
等
ぞ
行
ふ
て
、
農
家
所
得
の
増
加

め
な
い
た
め
に
は
、

彩
画
る
と
共
に
、
他
方
農
家
自
睡
も
共
の
経
費
と
家
計
と
の
A
同
理
化
に
よ
り
、

一
家
経
掛
の
耽
支
均
衡
を
回
る
や

う
努
力
す
べ
き
で
あ
ら
う
。

農村金融研究舎、農村負債整理組合法解説、三頁。
同法第三僚の第四項、この第三僚は小作人負債整地命令にも逃月jされる。
1荷主主に於ては負債整理をなしたる農家に針し、その将来的過度負債を防止する
ため、世襲農場法を施行し農場をJf却したり、提首に入れることを禁止してゐ
る。こり負債防止策につきては蕊で，tj;論じない。

言上ニ)比等回僚文は何れも省詫である。
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